
令和 年 月 日

次のとおり、企画提案書等の提出を招請します。

１．業務概要
（１） 業務名及び概要

（２） 業務内容 別紙「仕様書」による。
（３） 履行期限 令和 年 月 日

２．企画競争参加資格要件
（１）

（２）

（３） 国土交通省北海道運輸局長から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（４）

（５）

（６）

３．手続等
（１） 担当部局

〒０６０－００４２ 北海道札幌市中央区大通西１０丁目　札幌第２合同庁舎６階
国土交通省北海道運輸局観光部観光企画課 担当：
TEL：０１１－２９０－２７００　　　 E-Mail： hkt-tpd@gxb.mlit.go.jp

（２） 説明書及び仕様書等の交付期間
令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで、

説明書及び仕様書等の交付を希望する方は、（１）のEメールアドレスへお申し込み下さい。
（３） 企画提案書等の提出期限及び方法

令和 年 月 日 時 00 分まで、（１）に同じ。
原則として、電子メールにより提出すること。
※ メール送信後に送信した旨を担当者に電話すること。

（４） 説明会の有無、日時及び場所

（５） 企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所

（６） 事業者の決定
令和 年 月 日（予定）

４．その他
（１） 関連情報を入手するための照会窓口　３．（１）に同じ。
（２）

（３）

（４） その他の詳細は説明書による。

酒井 安孫子

提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った提案者に対して
指名停止を行うことがある。
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を不正な手段により取得したことが判明し、
その認定が取り消された場合には、契約を解除することがある。

　

企画競争実施の公示

6      7    18
国土交通省北海道運輸局観光部長 村上　浩之

地方部の中小規模宿泊施設をモデルとして選定し、施設が専門家とともに作成する実施計画に基づい
て、労働環境改善、求人活動を実行することで人手不足解消に繋がるか実証を行う。

北海道における中小規模宿泊施設の持続可能な人手不足解消に向けた実証事業

7 2 28

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

令和４・５・６年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」のDランク以上に
格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。（但し、地方自治体を除く。）

労働者派遣法（第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処
分（指導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でないこと。（これらの規定に違反して是正指導を受けた
者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。）

労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険
料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近２年間の保険料の未納がないこと。）

当該企画提案募集にあっては、ヒアリングの実施はありません。

     86      7    18

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業
等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

6      8    14

6      6

6      8      7 17

説明会実施の日時、場所は別途連絡します。



  

北海道における中小規模宿泊施設の持続可能な人手不足解消に向けた実証事業 

仕様書（案） 
 
１ 概要 
１.１ 事業の目的 

令和４年１０月の入国規制緩和後、全国で急速にインバウンドが回復する中、コロナ禍による旅行需要、
旅行形態の変化やコロナ禍前からの課題を踏まえ、我が国の観光を持続可能な形で復活させるため、令和
５年３月３１日に観光立国推進基本法に基づき新たな「観光立国推進基本計画」が閣議決定された。 

この基本計画においては「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の３つをキーワードとして
掲げ、我が国の観光を持続可能な形で復活させ、全国に観光の恩恵を行き渡らせるため地方の果たす役割
は大きい。 

コロナ禍後、地方の経済や雇用の担い手となる観光産業では、デジタル化の遅れに象徴される生産性の
低さや人手不足、人材不足といった積年の構造的課題が、中小規模宿泊施設で一層顕在化した。宿泊産業
は、労働生産性が全産業平均の約４割、宿泊業・飲食サービス業の欠員率は全産業平均の約２倍となって
いるため、業務の最適化、省力化の検討を行いつつ目の前の人手不足対策を行うことが重要となっている。 

本事業では、待遇・労働環境改善等による従業員の定着力強化に取り組もうとしており、採用力強化が
課題となっている宿泊事業者をモデルとして選定し、施設が専門家とともに作成する実施計画に基づいて、
労働環境改善、求人活動を実行することで人手不足解消に繋がるか実証を行う。 
 
 
１.２ 業務の内容 

人手不足に陥っている地方部の宿泊施設を選定し、宿泊や労働分野等の専門家が施設の現状分析、事前
評価、課題の整理を行い、宿泊施設が実行する人手不足対策を後押し、事後評価と今後の対策検討までフ
ォローアップを行い、一連の取組をとりまとめる。 
 
（１）モデル地域・宿泊施設の選定 

地方部から２地域各１施設以上を選定理由とともに提案すること。 
【留意事項】 

① 施設規模は中小とし、うち 1 つは温泉旅館を含めること。また市町村が移住・長期滞在促進の取
組を実施している所在地の施設を含めること。 

② 旅行者の口コミ対策、地域での観光客受入に向けた取組を行っている施設を対象とする。 
③ 選定する施設の労働環境やこれまでの求人活動といった人手不足に関する取組を考慮の上、有効

と想定される人手不足対策を実施することとし、他地域での再現性を念頭に置くこと。 
 
（２）専門家の選定、宿泊施設の現状分析・事前評価、人手不足対策の実施計画作成 

・ 専門家を選定理由とともに提案すること。 
・ 受託者は分析する項目、事前評価する手法を提案すること。 
・ 受託者と専門家は現状分析を行い、専門家は現状分析をもとに事前評価を行う。 
・ 受託者と専門家は、事前評価を踏まえ、施設を伴走支援して、人手不足対策の実施計画を作成す

る。 
【留意事項】 

① 専門家は、宿泊や労働分野等を基本とするが、それ以外の分野とすることを妨げない。 



  

② 専門家は現場訪問とリモートを併用して効率的な支援を行うこと。 
③ 現状分析する項目には、求人活動、施設・労働環境、従業員教育（標準作業手順書）を含めるこ

と。 
④ 求人対象についてはあらゆる可能性を検討し、優先順位をつけること。 
⑤ 行政機関の支援策活用や低予算で参加できる合同企業説明会等、他の地域・施設でも再現性の高

い取組を含めて検討すること。 
⑤ 実施計画の中には、市町村と連携して移住イベントへの参加を含めること。 
⑥ １施設だけでなく地域単位での方策も可とする。 

【実施時期】１.２（１）～（２）は令和６年１０月中旬まで 
 
 

（３）実施計画に基づく取組の実行 
施設は実施計画に基づき、人手不足対策事業を受託者・専門家の伴走支援を受けながら実行する。 

【実施時期】１.２（２）の実施計画作成後～１２月末まで 
 
 

（４）事後評価とフォローアップ 
専門家は１.２（３）の取組の事後評価と今後の人手不足対策について助言する。 

【留意事項】実施内容について客観的に事後評価する手法について提案すること。 

【実施時期】令和７年２月１４日（金）まで 
 

２ 企画提案と業務運営に関する留意事項 

（１）企画提案について 

① 業務内容に関する具体的な企画案（項目、方法、調査目標等）。過去に類似の調査（観光以外の

分野を含む）を実施した実績がある場合は、可能な範囲でその内容を活用すること。 

② 業務実施体制、作業工程  

③ 企画競争参加者の概要等 

④ 参考見積（概算・消費税含む） 

⑤ 再委託等の有無及び予定 

（２）業務運営について 

① 北海道運輸局と十分に協議を行いながら事業を進め、指示に従うこと。 

② 情報共有 

・ 本業務の進捗及び事業費執行の状況について、業務監督職員の求めがあった場合には、速やかに

経過報告書を提出すること。 

③ 業務遂行 

・ 本業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受託者は北海道運輸局と密接な連携を図りつつ、業

務の運営や事務処理等の作業を主体的に進めるものとする。 

・ 業務遂行にあたり必要な企画、調整、手配、運営等の一切を行うこと。 

・ 必要に応じて現地調査・文献調査・アンケート・ヒアリング等を実施するものとする。 



  

・ 作業方針・内容等に疑義が生じた場合は、その都度速やかに北海道運輸局と協議の上、対処する

ものとする。 

④ 再委託 

・ 再委託を行う場合は、事前に北海道運輸局の承認を得ることとし、再委託先事業者の管理監督を

行うこと。 
⑤ 成果目標 

・ 実証地域 ２地域、参加宿泊施設 ２施設、取組の効果による採用（予定含む）４名 
・ 合同企業説明会等イベント参加 ４回 
なお、上記成果指標項目以外に追加で適切な指標があれば提案すること。 

⑥ 費用負担 
・ 施設が実施する人手不足対策事業に要する経費ついては、本事業費で負担する。 

⑦ 資料、成果品等の作成 

・ 本事業の過程で作成する書類は、PowerPoint、Word、Excel 等、北海道運輸局において二次利用

可能な形式にて作成するものとする。その際、知的財産権等、取り扱いに注意を要するものにつ

いては、都度確認を行い、必要に応じて許可等を得ること。 

・ 納品された成果品等の著作権は北海道運輸局に帰属する。また、成果品は北海道運輸局等の WEB

サイトや各種情報提供媒体、観光プロモーション、イベント等に随時使用、複製できるものとす

る。 

・ 制作にあたり、第三者が権利を有する動画・画像等を使用する際には、成果品の使用用途をふま

え第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権利料の負担と責任

は、全て受注者が負うこととする。 

 

（３）履行期限 令和７年２月２８日（金） 

 

（４）成果品 

事業実施報告書には、本事業で制作した資料を含め、目標の達成状況、本事業の取組が詳細に把握

できる内容とすること。 

① 事業実施報告書（Ａ４縦判、カラー）２部 

② 事業実施概要報告書（Ａ４横判、カラー、PowerPoint） 

③ ①②の電子データ 

※ ただし、②については、形式を変更する場合があるため、その場合には北海道運輸局の指示に従

うこと。 

 

３ 成果品の提出期限 令和７年２月２８日（金） 

 

４ 成果品の提出場所 

〒０６０－００４２ 北海道札幌市中央区大通西１０丁目 札幌第２合同庁舎６階 



  

国土交通省北海道運輸局観光部観光企画課 

 

５ 監督職員 北海道運輸局観光部観光企画課専門官 
 


